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エグゼクティブサマリー
ASEAN10カ国（ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、 
ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）、日本、中国、韓国、豪州 
及びニュージーランドの15カ国は、2020年11月15日に開催された第4回RCEP
首脳会合にてRCEP協定に署名しました。

RCEP協定は日本の貿易総額の約半分、世界のＧＤＰおよび世界人口の約3割を
占める経済圏を対象とする世界最大規模の自由貿易協定であり、日本にとって
は、最大貿易国である中国、第3位貿易相手国である韓国と結ばれる初のFTAと
なります。日本の主要貿易国であるASEAN、豪州も署名国であり、コロナ後の経
済回復に向けて大きな期待ができるものと考えられます。

インドは、関税の引き下げなどによる国内産業への影響を懸念し、2019年に交
渉から離脱していましたが、協定ではインドが即時加入できるよう開かれたもの
にしておくことが明記されたほか、閣僚会合ではインドの参加に係る閣僚宣言が
発出されました。

今後RCEP協定は、各国の国内批准手続を踏んだ上、ASEAN６カ国および3カ国
以上のASEAN以外の署名国が批准書等を寄託した日の後60日で発効すること
になります。発効までには時間がかかる可能性がありますが、企業は主要品目の
税率引き下げ状況や原産地規則について確認し、発効を見据えた準備をしていく
ことが求められます。
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各国の関税率について1、2

（1）海外における物品市場アクセス
RCEP協定の日本に対しての関税撤廃率は品目数ベースによりASEAN・豪州・ニュージーランドが86%~100%、中国は86%、 
韓国は83%です。また、工業製品については署名相手国全体で約92%の関税撤廃を実現しているほか、中国及び韓国における
無税品の割合が大きく上昇（中国は8%から86%に、韓国は19%から92%）しました。主要品目への関税撤廃・引き下げ状況は、 
以下のとおりです。

<中韓における日本に対する物品市場アクセス例>

品目 輸入国 HS
関税率 原産地

規則ベースレート 1年目 2年目 3年目 最終

メーキャップ用調製品
中国

3304.99
6.5% 非譲許 CTH or 

RVC40韓国 6.5% 6.1% 5.6% 5.2% 15年目撤廃
写真フィルム（インスタント
フィルム）

中国
3702.31

5.0% 即時撤廃 CTH or 
RVC40韓国 6.5% 即時撤廃

男子用のシャツ（綿製）
中国

6205.20
16.0% 14.5% 13.1% 11.6% 11年目撤廃

CC
韓国 13.0% 非譲許

フェロニッケル 中国 7202.60 2.0% 即時撤廃 CTH or 
RVC40

合金鋼のインゴット 中国 7206.10 2.0% 即時撤廃 CTH or 
RVC40

エンジン（自動車用）
中国

8407.90
18.0% 16.90% 15.8% 14.6% 16年目撤廃 CTH or 

RVC40韓国 8.0% 非譲許

ギアボックス（自動車用）
中国

8483.40
8.0% 7.5% 7.0% 6.5% 16年目撤廃 CTSH or 

RVC40韓国 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 20年目撤廃
液晶カラーテレビ 
（デジタル）

中国
8528.72

30.0% 非譲許 CTH or 
RVC40韓国 8.0% 7.5% 6.9% 6.4% 15年目撤廃

乗用車
中国

8703.23
25.0% 15%（一部非譲許）

RVC40
韓国 8.0% 非譲許

バンパー及びその部分品 
（自動車部品）

中国
8708.10

10.0% 9.5% 9.0% 8.6% 21年目撤廃 CTH or 
RVC40韓国 8.0% 7.5% 6.9% 6.4% 15年目撤廃

自動調整機器（冷蔵庫用 
サーモスタット）

中国
9032.10

7.0% 6.4% 5.7% 5.1% 11年目撤廃 CTSH or 
RVC40韓国 8.0% 即時撤廃

中国のASEANに対しての関税について、RCEP協定では数年かけて関税撤廃を行う品目もあるところ、当面、既存のASEAN
中国FTAの方が関税率は低い品目が多いと見込まれます。他方、ASEAN中国FTAでVA基準のみ採用されていた品目に対し
て、RCEP協定ではCTCルールの適用が追加されているものもありますので、適用できる各協定を比較し、どの協定を選択する
べきかを検討することが推奨されます。

<中国におけるASEANに対する物品市場アクセス例：アセアン中国との比較>

品目 FTA HS
関税率 原産地

規則ベースレート 1年目 2年目 3年目 最終

乗用車
RCEP

8703.23
25.0% 15.0%（一部非譲許） RVC40

ASEAN
中国FTA 25.0% 撤廃済（一部非譲許） RVC40

エンジン（自動車部品）
RCEP

8407.90
.90

18.0% 16.8% 15.6% 14.4% 15年目撤廃 CTH or 
RVC40

ASEAN
中国FTA 18.0% 撤廃済 RVC40

ギアボックス(自動車用）
RCEP

8483.40
8.0% 7.2% 6.4% 5.6% 10年目撤廃 CTSH or 

RVC40
ASEAN
中国FTA 8.0% 撤廃済 RVC40
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（2）日本における物品市場アクセス
RCEP協定において、日本は、ASEAN・豪州・ニュージーランド
に対し88%、中国に対し86%、韓国に対し81%の品目において
関税を撤廃します。工業製品（化学工業製品、繊維・繊維製品
等）については関税を即時または段階的に撤廃するとされて
おりますが、重要５品目（米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源
作物）は関税削減・撤廃から除外されています。

（3）適用される関税率について
RCEP協定上、RCEP原産国により適用される関税率が異なり
ますので、域内の原産か否かだけではなく、RCEP原産国を決
定する必要があります。原則として、協定の原産地規則に従っ
て原産地資格を得た国をRCEP原産国としますが、締約国の
原産材料のみを用いて生産される産品については、輸出締約
国で軽微な加工以上の加工がされた場合に限り、当該輸出締
約国をRCEP原産国とすることが認められます。また、各国の
譲許表の付録に特定された品目については、輸出締約国が追
加的な要件（例：20%以上の域内原産割合の付加）を満たす場
合に限り、当該輸出締約国をRCEP原産国とすることが認めら
れます。最終的に輸出締約国がRCEP原産国と決定できない
場合には、生産において最高価額の原産材料を提供した国を
RCEP原産国とします。

原産地規則
原産品として認められるための要件
RCEP協定における原産地規則には、原産品の定義、累積、軽
微な工程及び加工、僅少の非原産材料、積送基準等が定めら
れており、基本的に既存FTAと同様の構成内容となっていま
す。具体的には、RCEP協定上の原産品と認められるために
は、輸入品が①完全生産品、②原産材料のみから生産される
産品、③非原産材料を使用して生産される産品であって品目
別規則に定める関連する要件を満たすもの、のいずれかであ
る必要があり、品目別規則には、完全生産品（WO）、関税分類
変更基準（CC、CTH、CTSH）3、付加価値基準（RVC40）、化学
反応による生産品（CR）のいずれかが定められています。ま
た、域内原産割合の算定にあたっては、次の計算式が規定さ
れています。

（a）間接方式または控除方式
RVC=（FOB-VNM）/FOB×100

（b）直接方式または積上げ方式
RVC=（VOM＋直接労務費＋直接経費＋利益＋他の費用）/

FOB×100

原産地証明
RCEP協定の原産地証明手続に関し特筆すべき点は、複数の
証明制度が併存している点です。具体的には以下のいずれか
の文書が原産性証明として認められています。

（a）原産地証明書発給機関により発給された原産地証明書 
（第三者証明）

（b）認定された輸出者による原産地申告 
（認定輸出者自己証明）

（c）輸出者または生産者による原産地申告 
（輸出者または生産者による完全自己証明）

（b）認定輸出者自己証明に関し、各締約国は、自国の法令に
従って認定輸出者について定め、申請手続および要件を公表
することとされています。認定輸出者となるための協定上の
条件には、①各国の法令により適正に登録されること、②原産
地規則を理解していること、③輸出に関する十分な水準の経
験を有していること、④輸出締約国の権限当局に評価される
実績を有すること、⑤輸出者が貿易業者の場合は産品の原産
性および検認に協力する旨の生産者の意図が確認できるも
のを入手すること等、⑥十分に管理された帳簿および記録の
保管のシステムを有することが規定されています。

（c）生産者・輸出者自己申告による方法については、協定上
一定期間以内に導入する旨が規定され、カンボジア、ラオスお
よびミャンマーは協定発効後20年以内に、その他の締約国は
10年以内に実施することとなっていますが、ASEANの一部
の国では完全自己証明の経験がないため、導入には時間がか
かることが見込まれます。

また、RCEP協定では輸入者による原産地申告を原産地証明
として導入することを検討するとされているほか、日本への輸
入に関しては、協定発効時から輸入者による原産地申告が採
用される予定です。

企業に求められる対応
多くの企業にとってアジア域内のFTAの利用がRCEPに収れ
んされる事態は想定されず、今後も現行FTAとRCEPを使い
分けていくことが企業には要求されます。そのため、企業の担
当者はこれまで以上に複数の原産地規則や手続きに精通し、 
限られた社内工数で法令順守を維持しながらコスト削減を 
実現するという困難な課題を実行していくことが必要とされ
ます。
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一方、他のFTA同様、RCEP協定においても、輸入国の税関当
局による、①輸入者、輸出者、生産者や輸出当局に対する書面
による情報提供要請、②輸出者または生産者の施設への訪
問、といった検認手続が定められています。検認を受けた輸出
国当局・輸出者・生産者は輸入国から与えられた最大90日以
内の期限内に回答する必要があり、輸入国税関の納得する回
答が期限内に得られない場合にはFTAが否認される恐れがあ
りますので、注意が必要です。

RCEPの登場により、企業はこれまで以上に節税メリットを享
受し、各国への市場アクセスも改善されることが期待される
一方、複数の似通ったFTAを今後も正確に運用していくには
FTA実務全般を見直し、実務のアウトソーシングやシステムの
導入を含むFTA利用体制の強化に現段階から着手することが
重要です。
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巻末注
1. RCEP協定の譲許表及び品目別規定は2012年版のHSに従って規定
2. 関税の引き下げは、1年目は協定の効力を生ずる日に、2年目以降は、インドネシア、日本、フィリピンについては各年の4月1日、その他の締約国では各年の 

1月1日に行われる
3. 一部のHS番号からの変更を除く規定あり
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